
各種サービスについて 

【満６ヶ月から小学３年までの保護者の方】

サービスの内容 費  用 申し込み・所管課

◆満６ヶ月から就学前までのお子さんは認可保育園で一時

預かりを実施します。

◆小学１～３年生（障害のあるお子さんの場合は６年生）

までのお子さんは学童保育クラブで一時預かりを実施し

ます。

※ 利用時間など、詳しくはお問い合わせください。

一時預かりの実施に要する費用は無

料ですが、施設によって食事代などは

自己負担となる場合があります。

サービスの利用にあたっては、事前にお問い合わせ・

お申し込みください。

子育て支援課 子育て支援係

電話 ３６９５－１１１１（代）

内線 ２４１５、２４１６

直通 ５６５４－８２９７

【知的障害児等を保育している保護者】

サービスの内容 助成の対象となる費用 助  成  額 手      続 所  管  課

緊急一時保育 利用料金

全額免除（給食費除

く。）

利用料金の免除は、事後申

請

子ども発達センター（障害者施

設課 発達支援第一係）

電話（直通） 

５６９８－１３２４



【介護認定を受けている要介護者を在宅で介護している方】

サービスの内容 助成の対象となる費用 助 成 額 手      続 所  管  課

通所介護

訪問介護

短期入所

介護予防短期入所

（１） 介護保険の介護サービス費に

かかる１割～３割の自己負担額

（２） 介護保険の利用者支給限度額

を超えた利用料の自己負担額 

全額（食事代を除く。） 事後申請

介護保険課 管理係

電話 ３６９５－１１１１（代）

内線 ２３５２、２３５３、

 ２３３２

直通 ５６５４－８２４６

【介護認定を受けていない６５歳以上の高齢者を在宅で介護している方】

サービスの内容 助成の対象となる費用 助 成 額 手      続 所  管  課

高齢者生活支援ショート

ステイ

特別養護老人ホームに支払った費用 全額（食事代を除く。）

特別養護老人ホームへの予

約等が必要なため、事前に

ご相談ください。

高齢者支援課 在宅サービス係

電話 ３６９５－１１１１（代）

内線 ２３３５、２４２６

直通 ５６５４－８２５９



【障害程度区分認定を受けている障害者を在宅で介護している方】

（認定を受けていない方は、認定を受けるまでの期間は、特例介護給付費となります。）

サービスの内容 助成の対象となる費用 助 成 額 手      続 所  管  課

身体介護

家事援助

重度訪問介護

短期入所

（１） 障害福祉サービス費に

かかる１割自己負担額

（２） 障害福祉サービス費の

利用者負担上限額を

超えた自己負担額

全額

＊ ただし、交通費並びに食

事代を除く。

事後申請

【身体障害・知的障害のある方】

障害福祉課 援護係 

電話 ３６９５－１１１１（代）

内線 ２３８２、２３８６、

２３９５、２３９８

直通 ５６５４－８３０２

【精神障害のある方】

保健所 保健予防課 保健予防係

電話 ３６０２－１２７４

緊急一時保護 利用料 全額免除（食事代を除く。） 利用料の免除は、事後申請

障害福祉課 援護係

電話 ３６９５－１１１１

内線 ２３８２、２３８６、

２３９５、２３９８

直通 ５６５４－８３０２


